
——————————————————————————————————————— ◆給与所得者の基礎控除申告書◆ ————————————————————————————————————————— 
１－１ 申告についてのご注意 
⑴ この申告書は、年末調整において基礎控除の適用を受けようとする場合に、令和５年の最後に給与の支払を受ける日の前日まで
に、給与の支払者（２以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者（「扶養控除等申告書」を提出
した給与の支払者））に提出してください。 

⑵ あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用を受けることができません。 
 （注）あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。  
 

１－２ 記載についてのご注意 
⑴ 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄の記載に当たっては、「４ 合計所得金額の記載についてのご注意」
をご参照ください。 

⑵ 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄により計算した合計所得金額の見積額に基づき「判定」欄に
チェックを付け、その該当する控除額（48万円、32万円又は16万円）を「基礎控除の額」欄に記載してください。 
なお、「判定」欄にチェックを付けた項目が(Ａ)～(Ｃ)に該当する場合は、その該当する区分（Ａ～Ｃ）を「区分Ⅰ」欄に記載

してください（「配偶者控除等申告書」を記載する必要が無い場合は、「区分Ⅰ」欄の記載は必要ありません。）。  
 

———————————————————————————————————————— ◆給与所得者の配偶者控除等申告書◆ ———————————————————————————————————————— 
２－１ 申告についてのご注意 
⑴ この申告書は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合に、令和５年の最後に給与の支払
を受ける日の前日までに、給与の支払者（２以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者（「扶養控
除等申告書」を提出した給与の支払者））に提出してください。 

⑵ あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合又はあなたの配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万
円（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円）を超える場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるこ
とができません。 
（注）あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。  

⑶ あなたの配偶者が、あなた以外の所得者の扶養親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合又は白色事業
専従者に該当する場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができません。 

⑷ 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 
⑸ 非居住者（注１）である配偶者に係る配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「非居住者である配偶者」欄に○印
を付け、「生計を一にする事実」欄に本年中にその配偶者に送金等をした金額の合計額を記載するとともに、その配偶者に係る
「親族関係書類」（注２）及び「送金関係書類」（注３）をこの申告書に添付してください（その配偶者に係る「親族関係書類」を「扶養
控除等申告書」に添付し給与の支払者に提出している場合には、この申告書に「親族関係書類」を添付する必要はありません。）。 

  なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。 
（注）１「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて１年以上国内に居所を有しない個人をいいます。 

２「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの配偶者であることを証するものをい
います。 
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその配偶者の旅券（パスポート）の写し 
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（その配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの
に限ります。） 

３「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要
の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。 
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその配偶者に支払をしたことを明ら
かにする書類 

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示
してその配偶者が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと
を明らかにする書類 

 
２－２ 記載についてのご注意 
⑴ 「配偶者の個人番号」欄には、配偶者のマイナンバー（個人番号）を記載する必要がありますが、一定の要件の下、マイナンバー
（個人番号）の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。 
⑵ 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄の記載に当たっては、「４ 合計所得金額の記載についてのご注意」
をご参照ください。 

 ⑶ 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄により計算した合計所得金額の見積額に基づき「判定」欄に
チェックを付け、その該当する区分（①～④）を「区分Ⅱ」欄に記載してください。 

 ⑷ 「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄（Ａ～Ｃ）及び「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」欄（①～④）にそれぞれ記載した区分
を、「控除額の計算」の表に当てはめて求めた控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄に記載してください。 

 

—————————————————————————————————————————— ◆所得金額調整控除申告書◆ —————————————————————————————————————————— 
３－１ 申告についてのご注意 
 ⑴ この申告書は、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合に、令和５年の最後に給与の支払を受ける日の

前日までに、給与の支払者（２以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者（「扶養控除等申告書」
を提出した給与の支払者））に提出してください。 

 ⑵ あなたの年末調整の対象となる給与の収入金  い者こ
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